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2015 年 10 月からスタートするマイナンバー制度ですが、段階的に利用範囲が広がり、原則的にはすべ

ての民間企業がかかわることとなります。企業としては、早めにマイナンバー制度の運用・手続きに向け

た準備が必要になります。さらに、マイナンバー制度を扱う部署・対象者は多岐にわたり、また、その情

報の管理も厳格な規制や罰則があり、目的外取得や利用、保管も禁じられており、情報管理体制の見直し

が必要となります。 

そこで今回、マイナンバー制度に関する数多くの講演を行っている野村総研の 梅屋 真一郎 氏 を講師

にお招きし、特に人事・総務担当者が知っておかなければならないマイナンバー制度の概要、企業内事務

における影響、情報管理に関する留意点、制度施行までに準備すること等について解説していただきます。 

 

 開 催 要 項  
 

日  時  平成27 年６月22 日（月）13：30 ～ 15：30 

会  場  ホテル宍道湖『鳳凰の間』松江市西嫁島 2-10-16（TEL）0852-25-1155 

参 加 費  〔会員企業〕2,000 円 〔非会員企業〕6,000 円 （消費税込。下記口座に事前にお振込みください。） 

 

 

 
 
 
 

● 従業員からのナンバー取得と本人確認 ● マイナンバーの利用と取得ナンバーの安全管理対策 

  ● 情報漏洩・不正取得等の違法行為があった場合の罰則 ● 想定実務対応 ほか 
 

【講師】梅屋 真一郎 氏（㈱野村総合研究所 制度戦略研究室長 未来創発センター） 
 

 東京大学工学部卒業、同大学院工学系研究科履修。 

 野村総合研究所入社。投資信託窓販や確定拠出年金等の制度調査・業務設計や金融機関の各種新規事業 

企画業務等に携わる。現在、野村総合研究所未来創発センター制度戦略研究室長。 

特に番号制度に関しては、企業実務の観点からの影響度分析や業務手順案作成等に従事し、関係省庁や 

関連団体等との共同検討を多数実施。近著に『人事・総務のためのマイナンバー制度』（労務行政）など。 
 

 
 
 

（一社）島根県経営者協会 行 （ＦＡＸ）0852-26-7651     平成  年  月  日 

〔事業所名〕                  〔申込担当者〕              

〔所 在 地〕〒                 〔 Ｔ Ｅ Ｌ 〕              

参加者名 役職名 参加者名 役職名 

①  ②  
 
※ 参加申込書にてお預かりした個人情報については，本セミナーに関する連絡・参加者名簿の作成等に使用させていただきます。 

マイナンバー施行・準備対策セミナー 
～人事総務担当者が知っておきたいマイナンバー（社会保障・税番号制度）制度～ 

 

（一社）島根県経営者協会（福間） 

〒690-0886 松江市母衣町 55-4 

（TEL）0852-21-4925 

（FAX）0852-26-7651 

主な内容 

申込締切：６月 15 日（月） 

 マイナンバーセミナー参加申込書  

お問い合わせ先 

 

定員 60 名 

振込口座（振込手数料は貴社でご負担ください） 

山陰合同銀行 北支店 普通 2602010 

口座名義：（一社
シャ）

）島根県
シマネケン

経 営 者
ケイエイシャ

協 会
キョウカイ

 


